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１ 改善内容 

(１) 選抜の機会 

○ 生徒自らの希望に基づく志願を確かなものとするために、これまでの前期選

抜、後期選抜の特性を生かして一体化し、全日制の課程、定時制の課程及び通

信制の課程に、全課程同日程の「共通選抜」を設定する。 

○ 公立高校における学びを幅広く提供するために、定時制の課程及び通信制の

課程においては、共通選抜の後に「定通分割選抜」を設定する。（一部の定時制

の課程を除く。） 

○ 募集定員に欠員が生じた場合には、二次募集による選抜機会を設定する。 

 (２) 検査のあり方 

○ 中学校教育と高等学校教育の接続という視点から、新しい学習指導要領が求

める学力として示された「基礎的・基本的な知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力等」、「主体的に学習に取り組む態度（学習意欲）」の３つの学力要素

を的確に把握するため、共通の検査として、学力検査及び面接を実施すること

を原則とする。 

○ 共通の検査として実施する学力検査については、これまで以上に「思考力、

判断力、表現力等」を測る内容とし、学力検査における学校独自の問題の作成

は行わない。 

○ 共通の検査として実施する面接においては、調査書の記載事項等を踏まえ、

生徒の特性や長所なども含め、総合的な意欲を測る。 

○ 各校の特色ある教育展開を踏まえた選抜の方法として、共通の検査に加え、

各校が特色に応じて総合的な能力や特性をみる検査を実施することができるも

のとする。 

(３) 資料のあり方・扱い 

○ 選抜の資料として、中学校から高等学校への接続を図る観点から、調査書の

評定を活用するとともに、すべての実施した検査の結果を使用するものとす

る。その際、各校の特性や生徒の個性を生かすため、資料ごとに取り扱う割合

を変えることができる。 

(４) その他 

○ 定時制の課程における学力検査は、定時制の課程の特性に配慮した内容とす

る。 

○ 通信制の課程においては、多様な受検生の実態を踏まえ、共通の検査として

は現行どおり学力検査を実施せず、面接又は作文とする。 

○ 特別な設置趣旨を持つクリエイティブスクール及び県立相模向陽館高等学校

については、その設置趣旨を生かした選抜を行う。 

 

２ 実施時期 平成 25 年度入学者選抜から実施する。 

改善の基本的な考え方 
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これまでの選抜制度 これからの選抜制度 

評価尺度の異なる複数の選抜機会 

【前期選抜】定員の20～50%を募集 

【後期選抜】全日制と、定時制・ 

通信制を別日程で実施 

選抜の機会 ◆ 生徒自らの志願を確かなものとするため、これ 

までの前期選抜・後期選抜の特性を生かして一体化 
 

 

◆ 定時制・通信制の課程において公立高校における

学びを幅広く提供 

全・定・通ともに｢共通選抜｣を実施 

定・通で｢分割選抜｣を実施 

【前期選抜】 

・学力検査を伴わない、個性に 

応じた選抜として｢面接｣を実施 

・｢必要に応じて実施する検査｣も実施可能 

【後期選抜】 

・｢学力検査｣を実施 

[一部の高校で独自問題を実施] 

・｢必要に応じて実施する検査｣も実施可能 

検査のあり方 

◆ 中学校２・３年の調査書の評定 

◆ 調査書の記載事項(活動実績等) 

◆ 実施した検査の結果 

◆ 各校の特色に応じた選考基準 

に基づく選考 

資料の扱い 

◆ 学力の３要素の把握のための｢共通の検査｣ 

 

 

 

 

※独自問題は実施しない 

◆ 各校の特色に応じて総合的能力や特性をみる検査 

｢学力検査・面接｣を実施 

学力検査では思考力等を測る内容を充実 

面接では生徒の特性や長所を含め総合的な意欲を測る 

◆ 中学校との接続を図る観点から調査書の評定を活用 

 

 

 

◆ 選考にあたっての合計数値算出方式の統一化 

◆ 各校の特性や生徒の個性を生かすため、 

資料ごとに取り扱う割合を設定 

中学校２・３年次の調査書の評定及び 

実施した検査結果すべてを活用した選考 

各校で資料の取扱い比率を設定可能 

｢特色検査｣も実施可能 

 

● 新しい学習指導要領への対応 

 

 

 

 

● 現行制度の運営上の課題への対応 

 

 

● 今後の高校教育のあり方を見据えた対応 

「新たな学力」の育成 

① 基礎的・基本的な知識及び技能 
② 課題解決のための思考力、判断力、表現力その他の能力 
③ 主体的に学習に取り組む態度(学習意欲) 

・ 選抜期間の長期化 ・中学校での指導への影響 

・ 各高校が示す選考基準の複雑化 等 

選抜制度改善の必要性 

平成25年度入学者選抜から実施 

現在の中学校２年生から対象 

実施時期 

選考基準の複

雑化が軽減 

｢新たな学力｣

の的確な把握 

選
抜
期
間
の
短
縮 

中
学
校
指
導
の
充
実 

・ 特色と魅力ある多様な高校教育の展開 

・ 確かな学力の向上  ・ 社会生活実践力の向上 

・｢共通の検査｣として学力検査と面接を実施 

・これまでの前期選抜と後期選抜の特性を生

かし一体化した選抜機会 

・中学校からの調査書の評定を活用するとと

もに全ての検査結果を資料とした選考 

・選抜機会の一体化による選抜期間の短縮 

・中学校の学習指導の充実 

・選考のための合計数値算出方式の統一化 

・学力の３要素の的確な把握 

・共通選抜に加え定・通で分割選抜の機会 

・特色に応じた検査も実施可能 

・資料の取扱い比率を各校が設定可能 

制度改善による対応 

改善選抜制度の概要 
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抜 

の 

機 

会 

   

募集 

ひとつの課程・学科・コース等を志願します      志願変更ができます 

志願には願書と長所などを記載した書類を提出します 

募集定員すべてを募集 募集定員の８割を募集 

（一部の高校(*3)は募集定員すべてを募集します） 

【共通の検査】(*1) 

 学力検査・面接 

（５教科） 

【共通の検査】 

 学力検査・面接 

（３教科） 

 

 面接または作文 

必要に応じて特色検査（実技検査・自己表現検査）を実施することがあります 

【第１次選考】 募集人員の90％まで、調査書の評定（２・３年）

(*2)と実施した検査の結果をもとに定められた数値

算出方法(※)で選考します 

【第２次選考】 資料の一部が整わない受検者にも配慮し、調査書

の評定を用いずに募集人員まで選考します 

 

調査書と実施した

検査をもとに総合

的に選考します 

ひとつの課程・学科・コース等を志願します 

志願変更ができます 

志願には願書と長所などを記載した書類を提出します 

 

調査書の評定（２・３年）

と実施した検査の結果をも

とに定められた数値の算出

方法により選考します。 

調査書と実施した

検査をもとに総合

的に選考します 

 

＜二次募集＞ 

欠員がある場合、必

要に応じて行います 

志願 

検査 

選考 

募集 

志願 

検査 

選考 

共通選抜の募集人員を差し引いた人員を募集 

（共通選抜の募集人員を満たしていない人員も加えます） 

【共通の検査】 

学力検査（３教科）・面接 
 面接または作文 

必要に応じて特色検査を実施することがあります 

定 

通 

分 

割 

選 

抜 

の 

機 

会 

【共通選抜の二次募集】    

 学力検査は３教科で、調査書と実施した検査をもとに総合的に選考します 

【定通分割募集の二次募集】 

 定時制は面接、通信制は面接または作文で、調査書と実施した検査をもとに

総合的に選考します 

調査書の評定（A）・学力検査の得点（B）・面接の結果（C）をもとにします 

それぞれを100点に換算した(a)・(b)・(c)を各学校が定めた比率で合計数値を算出します 

 合計数値（S）＝a×f＋b×g＋c×h  f・g・hは２以上の整数とし、f+g+h=10となるよう設定します 
 

特色検査を実施した場合は、その結果（D）を100点満点に換算した(d)を加えます 

 合計数値（S）＝a×f＋b×g＋c×h＋d×i  iは５以下の整数とします 

※ 数値算出の方法 

全日制 定時制 通信制 

*2 クリエイティブスクー
ルは、調査書の評定は使
わず、観点別学習状況を
活用します 

  県立相模向陽館高校で
も、調査書の評定は使わ
ず、必要に応じて観点別
学習状況を活用し総合的
に選考します 

  
*3 昼間定時制、多部制定
時制、フレキシブルスク
ールの定時制では、募集
定員すべてを募集します 

*1 クリエイティブスクー
ルは、学力検査を行いま
せん 

   

特別な設置趣旨の学校について 
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１．学力検査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出題例について】 

次のページより、英語、国語、数学、理科及び社会の５教科における、新たな選抜制度での学力

検査の出題例と正答例、さらに、採点基準の考え方などについて示します。これは、｢思考力等をこ

れまで以上に測る学力検査｣としての、出題例や正答例、採点基準の考え方の一例となります。 

なお、基礎的・基本的な知識などを答える問題や、記号・番号で答える問題は出題例ではほとん

どありませんが、そのような問題がなくなるわけではありません。 

 

○ 学力検査では、新しい学習指導要領が求める学力の３要素のうち、｢基礎的・基本的な知識及

び技能｣と、それらを活用して課題解決を図っていくための｢思考力、判断力、表現力その他の能

力｣を中心に把握 

→ 学力の３要素のうち、｢主体的に学習に取り組む態度（学習意欲）｣を面接で把握することに

より、「共通の検査」で新たな学力を総合的に把握します。 

学力検査の位置づけ 

 

○ これまで以上に｢思考力、判断力、表現力その他の能力｣を測ることのできる検査内容 

→ 学力検査はこれまでの選抜制度でも実施していましたが、新しい学習指導要領が求める｢学

力の３要素｣のうち、｢基礎的・基本的な知識及び技能｣に加え、｢思考力、判断力、表現力その

他の能力｣についても現行以上に測ることができる検査内容とします。 

 

学力検査の内容 

 

＜学力検査を実施する教科＞ 

○ 外国語（英語）、国語、数学、理科、社会の５教科を原則 

 → 定時制では、外国語（英語）、国語、数学の３教科を原則 

→ 幅広い領域における基礎的・基本的な知識・技能や思考力等を把握します。 

→ 特色検査を実施する場合は、３教科にまで減じることがあります。 

→ 各教科とも、共通選抜での検査時間は50分間です。 

→ 定通分割選抜では、原則として外国語（英語）、国語、数学の３教科を、各30分間の検

査時間で実施します。 

＜各教科の点数＞ 

○ 満点を100点とする各教科の学力検査 

→ 思考力等をこれまで以上に測る学力検査とし、よりきめ細かく中学校での学習の成果を

測る検査内容とすることから、これまでの学力検査の満点は50点（定時制は30点）でした

が、共通選抜では満点を100点とします。 

＜独自問題による学力検査＞ 

○ 独自問題による学力検査は行いません 

→ 現行の後期選抜では、独自問題による学力検査を実施していましたが、学力検査をこれ

まで以上に思考力等を測る検査内容とすることや、全ての生徒に求められる共通検査の一

つとして学力検査を実施する意義から独自問題による学力検査は行いません。 

ポイント 
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【出題例について】 

次のページより、英語、国語、数学、理科及び社会の５教科における、新たな選抜制度での学力

検査の出題例と正答例、さらに、採点基準の考え方などについて示します。これは、｢思考力等をこ

れまで以上に測る学力検査｣としての、出題例や正答例、採点基準の考え方の一例となります。 

なお、基礎的・基本的な知識などを答える問題や、記号・番号で答える問題は出題例ではほとん

どありませんが、そのような問題がなくなるわけではありません。 

 

○ 学力検査では、新しい学習指導要領が求める学力の３要素のうち、｢基礎的・基本的な知識及

び技能｣と、それらを活用して課題解決を図っていくための｢思考力、判断力、表現力その他の能

力｣を中心に把握 

→ 学力の３要素のうち、｢主体的に学習に取り組む態度（学習意欲）｣を面接で把握することに

より、「共通の検査」で新たな学力を総合的に把握します。 

学力検査の位置づけ 

 

○ これまで以上に｢思考力、判断力、表現力その他の能力｣を測ることのできる検査内容 

→ 学力検査はこれまでの選抜制度でも実施していましたが、新しい学習指導要領が求める｢学

力の３要素｣のうち、｢基礎的・基本的な知識及び技能｣に加え、｢思考力、判断力、表現力その

他の能力｣についても現行以上に測ることができる検査内容とします。 

 

学力検査の内容 

 

＜学力検査を実施する教科＞ 

○ 外国語（英語）、国語、数学、理科、社会の５教科を原則 

 → 定時制では、外国語（英語）、国語、数学の３教科を原則 

→ 幅広い領域における基礎的・基本的な知識・技能や思考力等を把握します。 

→ 特色検査を実施する場合は、３教科にまで減じることがあります。 

→ 各教科とも、共通選抜での検査時間は50分間です。 

→ 定通分割選抜では、原則として外国語（英語）、国語、数学の３教科を、各30分間の検

査時間で実施します。 

＜各教科の点数＞ 

○ 満点を100点とする各教科の学力検査 

→ 思考力等をこれまで以上に測る学力検査とし、よりきめ細かく中学校での学習の成果を

測る検査内容とすることから、これまでの学力検査の満点は50点（定時制は30点）でした

が、共通選抜では満点を100点とします。 

＜独自問題による学力検査＞ 

○ 独自問題による学力検査は行いません 

→ 現行の後期選抜では、独自問題による学力検査を実施していましたが、学力検査をこれ

まで以上に思考力等を測る検査内容とすることや、全ての生徒に求められる共通検査の一

つとして学力検査を実施する意義から独自問題による学力検査は行いません。 

ポイント 

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



 

◆ 面接の扱い    H23.10.17  

１ 目的 

    中学３年間にわたる、新しい学習指導要領で求められている学力の３要素の一つである「主体的に学習

に取り組む態度（学習意欲）」及び、中学校における校内や校外の教科外活動等に対する意欲を把握する

とともに、当該高等学校の特色ある教育活動に応じた受検者の入学を希望するにあたっての理由も併せて

把握します。また、必要に応じて、各学校が受検者の入学後の意欲等を把握することにより、一人ひとり

の特性や適性等をとらえ、総合的な意欲を測ることを目的とします。 

 

■ 現行選抜、改善選抜における検査と資料 

＜現行の選抜制度における検査と資料＞         ＜改善選抜制度における検査と資料＞ 

 

 前期選抜     
 
 

 ○ 検査 面接   

○ 資料 面接の結果 目的意識・意欲 

学習の記録 総合的な学習成果 

記載事項  長所・実績 

 後期選抜  
 
 

○ 検査 学力検査 

○ 資料 学力検査の結果 学習の到達状況 

      学習の記録   総合的な学習成果 

     （記載事項） 
 （前期・後期とも「必要に応じて実施する検査」を 

行うことが可能） 

 

■ 共通の検査において「面接」が果たす役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個性に応じた選抜の機会として、

生徒の特性や長所を重点的に評価 

学力検査を伴う選抜の機会とし

て、数値を中心とした評価 

 

 

 

 

○ 検査 学力検査 と 面接 

○ 資料 学力検査の結果 学習の到達状況 

     学習の記録   総合的な学習成果 

     面接の結果   目的意識・意欲 

             長所・活動意欲 

             学習への意欲 
 （共通の検査に加え「特色検査」を行うことが

可能） 

前期選抜・後期選抜のよさを生かして

一体化した選抜機会 

 

＜資料の扱い＞ 
学力検査結果・学習の記録・面接結果を100
点満点に換算（それぞれが同等の重み）した
上で、各高校でそれぞれに比率を設定 

新しい学習指導要領が求める学力の３要素の
育成を中高の接続の視点からとらえた改善 

 
① 基礎的・基本的な知識及び技能 
② 課題解決のための思考力、判断力、表現

力その他の能力 
③ 主体的に学習に取り組む態度(学習意欲) 

 

① 

② 
学力検査により把握 

③ 面接において把握 

【特性や長所を総合的に評価する工夫】 

個性や能力、適性を多面的にとらえ特性や長

所にも着目した選抜 

生徒の特性や長所のとらえ方に
ついて一層の工夫と改善 

 面接において活動に

対する意欲を把握 

学力検査については、これまで以上に「思
考力、判断力、表現力等」を測る内容に 

 

これまでの役割に 

加え 

■ 学力要素である 

「学習意欲」を 

測る場 

■ 部活動などへの 

「活動意欲」を 

測る場 

 

「面接」 

これまでは調査書の記載事項
により実績を評価 

 

○ 本県の入学者選抜の理念を継承し、一人ひとりの個性や能力、適性を多面的に把握 

 → 生徒一人ひとりの個性や能力、適性を多面的にとらえ、調査書の評定や学力検査などのいわゆる

数値のみでなく、生徒の特性や長所に着目します。 

○ 新しい学習指導要領が求める学力の３要素のうち、「主体的に学習に取り組む態度（学習意欲）」

を把握 

→ 面接において、生徒一人ひとりの学習意欲をとらえます。 

面接の意義 

２．面接について 
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２ 評価の観点 

  受検者の特性や長所に着目する視点を持って、中学校までの取組みを踏まえた意欲や入学を希望する理

由を把握するため、各学校は、次の「共通の観点」を設定します。 

 また、各学校は、受検者の高校に入学してからの学習意欲や活動意欲、または将来の展望などを必要に

応じて把握するために、「学校ごとの観点」も設定することができます。 

 評価の観点は、選考基準（ｐ27参照）において、事前に公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜面接の選考資料としての扱い＞ 

○ 共通の検査としての面接は、「調査書の評定」、「学力検査の結果」と同等の重み 

→ 共通の検査としての面接は、生徒の特性や長所にも着目するという本県の入学者選抜の理念を

継承しつつ、中学３年間における学習意欲や活動意欲などを把握することから、同じく中学校

３年間の学習状況をみる「調査書の評定」、「学力検査の結果」と同等の重みであるとし、す

べての選考資料を100点満点に換算します。 

→ 面接の意義を踏まえつつ、各学校の特性や生徒の個性を生かすため、資料ごとに取り扱う割合

を各学校が適切に設定できるようにしています。その際、面接の比率は、他の資料と合わせて

合計10を満たし２以上の整数となるようにします。 

 

ポイント 

 
○ 中学校での教科等に対する学習意欲 
（ねらい）中学校における学習活動において、どのように意欲的に取り組んできたか

を把握します。 
 
○ 中学３年間での教科等以外の活動に対する意欲 
（ねらい）中学３年間における校内や校外の教科等以外の活動に、どのように意欲的

に取り組んできたかを把握します。 
 
○ 入学希望の理由 
（ねらい）入学を希望する動機、目的を把握します。 

 

共通の観点 

 

 
（例） 
 ○ 高校での教科、科目等に対する学習意欲 
 ○ 高校での教科、科目等以外の活動に対する意欲 
○ 学校・学科等の特色の理解 

 ○ 将来の展望 
 ○ 面接の態度   など 
 

学校ごとの観点 

 

特別な設置趣旨の学校であるクリエイティブスクール（県立田奈高等学校、県立釜利谷高等
学校、県立大楠高等学校）と県立相模向陽館高等学校は、「共通の観点」によらず、「設置趣
旨に基づいた観点」を設定します。また通信制の課程（県立横浜修悠館高等学校、県立厚木清
南高等学校）で面接を実施する場合も、「共通の観点」によらず、各学校で観点を設定しま
す。 
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３ 面接の実施方法 

各学校は、面接実施上の手順を定め、次の事項に留意しながら、公正に実施します。 

（１） 面接は受検者全員に対して実施します。 

（２） 面接の形態は、個人面接とし２人以上の教員で行います。 

（３） 面接時間は受検者１人あたり、10分程度とします。 

（４） 面接は、受検者が記載した面接シート（ｐ22参照）及び調査書の記載内容を参考にしながら行いま

す。なお調査書の提出を要しない受検者については、面接シートの記載内容を参考にします。 

４ 面接の評価基準の作成 

各学校は、各受検者について適正かつより客観的な評価を行えるよう、次の事項に留意しながら、面接

の具体的な評価基準を定めます。 

（１） 面接の評価基準には、「評価の観点」「評価」「評価の尺度」「評価基準」の項目を設けます。評

価及び評価の尺度は、観点ごとに◎（優れている）、○（満足できる）、△（満足できる水準を下回

っている）の３段階を基本とします。ただし、必要に応じてプラス（＋）、マイナス（－）等の幅を

設け、評価の段階数及び評価の尺度を変えて、評価基準を設定することができます。 

（２） 評価基準の作成にあたっては、活動の経歴や役職、大会等の実績、資格の取得等をもって評価に反

映させないこととします。 

※ 各面接担当者の評価を観点ごとに適正に点数化する方法を、あらかじめ学校で定めておきます。その

際、観点ごとに満点値を設定し、その合計を面接点の満点値とします。 

 

５ 面接の評価方法 

（１） 各面接担当者は、評価基準に基づき、観点ごとに評価をします。 

（２） 各面接担当者による評価を各学校であらかじめ定めた方法により、観点ごとに点数化します。 

（３） 観点ごとの点数を合計し、受検者の面接点を算出します。 

 

＜面接で把握する内容＞ 

○ 新しい学習指導要領で求められている学力の３要素の一つを把握・・・・【共通の観点】 

■「基礎的・基本的な知識及び技能」 

■「思考力、判断力、表現力等」 

■「主体的に学習に取り組む態度（学習意欲）」  

→ 中学校３年間にわたる意欲を把握します。 

 

○ 中学校における校内や校外の教科等以外の活動に対する意欲を把握・・・【共通の観点】 

 → 生徒一人ひとりの個性や能力、適性を多面的にとらえ、生徒の特性や長所に着目しながら、面

接において活動意欲を把握します。 

→ 調査書の記載事項における活動実績や資格取得等を点数化して評価することは行わず、面接に

おいて、取組みを踏まえた活動意欲を把握します。 

 

○ 受検者の入学を希望する理由を把握・・・・・・・・・・・・・・・・・【共通の観点】 

 → 入学を希望する動機、目的を把握します。 

 

○ 受検者の入学後の意欲等を把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【学校ごとの観点】 

 → 学校や学科等の特色や生徒自らの特性を生かして、入学後の高校生活に対する取り組む意欲等

を把握します。 

 

 

ポイント 

クリエイティブスクール、県立相模向陽館高等学校、通信制の課程の高校は、面接シートの代わ

りに、各学校が提出を求める受検者本人の記載する用紙を参考にして、面接を実施することができ

ます。 

 

 

 

２ 評価の観点 

  受検者の特性や長所に着目する視点を持って、中学校までの取組みを踏まえた意欲や入学を希望する理

由を把握するため、各学校は、次の「共通の観点」を設定します。 

 また、各学校は、受検者の高校に入学してからの学習意欲や活動意欲、または将来の展望などを必要に

応じて把握するために、「学校ごとの観点」も設定することができます。 

 評価の観点は、選考基準（ｐ27参照）において、事前に公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜面接の選考資料としての扱い＞ 

○ 共通の検査としての面接は、「調査書の評定」、「学力検査の結果」と同等の重み 

→ 共通の検査としての面接は、生徒の特性や長所にも着目するという本県の入学者選抜の理念を

継承しつつ、中学３年間における学習意欲や活動意欲などを把握することから、同じく中学校

３年間の学習状況をみる「調査書の評定」、「学力検査の結果」と同等の重みであるとし、す

べての選考資料を100点満点に換算します。 

→ 面接の意義を踏まえつつ、各学校の特性や生徒の個性を生かすため、資料ごとに取り扱う割合

を各学校が適切に設定できるようにしています。その際、面接の比率は、他の資料と合わせて

合計10を満たし２以上の整数となるようにします。 

 

ポイント 

 
○ 中学校での教科等に対する学習意欲 
（ねらい）中学校における学習活動において、どのように意欲的に取り組んできたか

を把握します。 
 
○ 中学３年間での教科等以外の活動に対する意欲 
（ねらい）中学３年間における校内や校外の教科等以外の活動に、どのように意欲的

に取り組んできたかを把握します。 
 
○ 入学希望の理由 
（ねらい）入学を希望する動機、目的を把握します。 

 

共通の観点 

 

 
（例） 
 ○ 高校での教科、科目等に対する学習意欲 
 ○ 高校での教科、科目等以外の活動に対する意欲 
○ 学校・学科等の特色の理解 

 ○ 将来の展望 
 ○ 面接の態度   など 
 

学校ごとの観点 

 

特別な設置趣旨の学校であるクリエイティブスクール（県立田奈高等学校、県立釜利谷高等
学校、県立大楠高等学校）と県立相模向陽館高等学校は、「共通の観点」によらず、「設置趣
旨に基づいた観点」を設定します。また通信制の課程（県立横浜修悠館高等学校、県立厚木清
南高等学校）で面接を実施する場合も、「共通の観点」によらず、各学校で観点を設定しま
す。 
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【参  考】 

 

＜評価基準の例（共通の観点）＞ 

これは、あくまでも評価基準の例です。各学校は、「共通の観点」と「学校ごとの観点」について、

評価基準を作成します。 

評価の観点 評価 評価の尺度 評価基準 

入学希望の理由 

◎ 優れている 入学を希望する動機や目的が明確で、具体性をもったも

のとなっている。 

○ 満足できる 入学を希望する動機や目的をもっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

入学を希望する動機や目的が、はっきりとしたものとな

っていない。 

中学校での教科

等に対する学習

意欲 

◎ 優れている 中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもち、主体

的かつ積極的なものとなっている。 

○ 満足できる 中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもち、主体

的なものとなっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもつ主体的

なものとなっていない。 

 

中学３年間での

教科等以外の活

動に対する意欲 

 

 

◎ 優れている 中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

ち、主体的かつ積極的なものとなっている。 

○ 満足できる 中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

ち、主体的なものとなっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

つ主体的なものとなっていない。 

 

＜面接の質問例（共通の観点）＞ 

  受検者が記載した面接シート及び調査書の記載内容を参考にしながら、面接を行います。受検者の特

性や長所に着目する視点を持ちながら、各観点における評価基準に基づいて評価できるように質問をし

ます。 

 評価の観点 質問例 

入学希望の理由 ・なぜ本校に入学したいのですか。 

・面接シートには、○○と書かれていますが、それについてもう少し

具体的に話してくれますか。 

・今、話された○○について、もう少し具体的に話してくれますか。 

中学校での教科等に対する学習

意欲 

・中学校では、どのように意欲的に学習活動に取り組みましたか。 

・面接シートには、中学校での学習活動において、○○と書かれてい

ますが、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・今、話された○○について、取組みの状況をもう少し具体的に話し

てくれますか。 

中学３年間での教科等以外の活

動に対する意欲 

・中学３年間での教科等以外の活動に対して、中学校の校内・校外を

問わず、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・面接シートには、中学校で○○実行委員長のことが書かれています

が、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・面接シートには、校外で○○をしていると書かれていますが、その

取組みについての意欲を話してくれますか。 

・今、話された○○について、取組みの状況をもう少し具体的に話し

てくれますか。 

・調査書によると○○部で活動していたようですが、どのような意欲

を持って取り組みましたか。 
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６ 面接実施にあたって 

（１） 面接に際して、適正に評価が行えるよう、事故防止の観点も含めて、担当者全員による事前打ち合

わせを行います。 

（２） 面接担当者は、事前に受検者が記載した面接シート及び調査書の記載内容を確認しておくとともに、

質問内容を整理しておきます。 

（３） 面接担当者は、受検者ごとに各観点の評価の尺度に対応した評価基準に基づいて適正な評価が行え

るよう、面接シート及び調査書の記載内容を参考にして適切な質問を行います。 

（４） 面接担当者は、受検者の特性や長所に着目する視点を持ちながら、人権尊重の視点を十分に踏まえ、

質問を行います。また受検者の知識を確認したり、面接の目的からはずれたりする質問は行いません。 

（５） 面接に際しては、絵画、工作等の成果物や演奏するための楽器等は使用させないこととし、受検者

が成果物等を使用しようとした場合には、面接担当者は、趣旨を丁寧に説明して止めさせます。その

際、受検者を動揺させないよう配慮します。 

（６） 面接担当者は、特に強い印象を受けた観点の評価によって、他の観点の評価が引きずられることが

ないように面接を行います。 

（７） 面接担当者は、それぞれ独立して、評価基準に基づき適正に評価し、互いの評価に影響を与える発

言をすることのないように面接を行います。 

（８） 志願変更による受検者や長期欠席と認める受検者においては、そのことをもって評価に影響を及ぼ

すことのないように面接を行います。 

（９） 受検上において配慮が必要な受検者については、受検方法等申請書の内容に基づき、適切に対応す

るものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 評価基準に基づく客観性を高めた面接 

→ 複数の教員による具体的な評価基準に基づく評価によって、客観性を高めた面接を実施しま

す。 

 

○ 学校全体としての共通理解に基づく面接 

 → 教員による模擬面接等を通して、学校全体として評価基準に基づく評価のすり合わせの徹底を

行います。 

 

○ 透明性を高めた面接 

 → 各学校の面接で評価される観点を事前に公表して、受検者にとって透明性を高めたわかりやす

い検査とします。 

 

 

ポイント 

【参  考】 

 

＜評価基準の例（共通の観点）＞ 

これは、あくまでも評価基準の例です。各学校は、「共通の観点」と「学校ごとの観点」について、

評価基準を作成します。 

評価の観点 評価 評価の尺度 評価基準 

入学希望の理由 

◎ 優れている 入学を希望する動機や目的が明確で、具体性をもったも

のとなっている。 

○ 満足できる 入学を希望する動機や目的をもっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

入学を希望する動機や目的が、はっきりとしたものとな

っていない。 

中学校での教科

等に対する学習

意欲 

◎ 優れている 中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもち、主体

的かつ積極的なものとなっている。 

○ 満足できる 中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもち、主体

的なものとなっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

中学校の学習活動に対する意欲が、具体性をもつ主体的

なものとなっていない。 

 

中学３年間での

教科等以外の活

動に対する意欲 

 

 

◎ 優れている 中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

ち、主体的かつ積極的なものとなっている。 

○ 満足できる 中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

ち、主体的なものとなっている。 

△ 満足できる水準を

下回っている 

中学３年間の教科外活動等に対する意欲が、具体性をも

つ主体的なものとなっていない。 

 

＜面接の質問例（共通の観点）＞ 

  受検者が記載した面接シート及び調査書の記載内容を参考にしながら、面接を行います。受検者の特

性や長所に着目する視点を持ちながら、各観点における評価基準に基づいて評価できるように質問をし

ます。 

 評価の観点 質問例 

入学希望の理由 ・なぜ本校に入学したいのですか。 

・面接シートには、○○と書かれていますが、それについてもう少し

具体的に話してくれますか。 

・今、話された○○について、もう少し具体的に話してくれますか。 

中学校での教科等に対する学習

意欲 

・中学校では、どのように意欲的に学習活動に取り組みましたか。 

・面接シートには、中学校での学習活動において、○○と書かれてい

ますが、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・今、話された○○について、取組みの状況をもう少し具体的に話し

てくれますか。 

中学３年間での教科等以外の活

動に対する意欲 

・中学３年間での教科等以外の活動に対して、中学校の校内・校外を

問わず、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・面接シートには、中学校で○○実行委員長のことが書かれています

が、どのように意欲的に取り組みましたか。 

・面接シートには、校外で○○をしていると書かれていますが、その

取組みについての意欲を話してくれますか。 

・今、話された○○について、取組みの状況をもう少し具体的に話し

てくれますか。 

・調査書によると○○部で活動していたようですが、どのような意欲

を持って取り組みましたか。 

 

21



面接シートについて 

 面接シートは、受検者本人の考えを自筆で記入し、志願の際に入学願書とあわせて志願先の高

校に提出します。面接の際に参考資料として活用し、直接に選考資料とはしません。 

 志願変更をする場合には改めて面接シートを作成し、志願変更先の高校に提出します。 

クリエイティブスクール、県立相模向陽館高校及び通信制の課程の高校では、面接シートの代

わりに学校が指定する用紙の提出を求める場合があります。 
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◆ 特色検査の扱い 

 

１ 実技検査 

（１）目的 

特色ある学科・コース・専攻等への志願者に対して、その資質を総合的に評価する観点から、学科等

の特性に応じた能力・適性を把握することを目的とします。 

 

（２）内容 

中学校で学習した基礎・基本的な事項をもとに、各校の特色ある教育活動に応じた個人の能力・適性

について把握するための検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容とします。 

 (例) 

○ 美術関連の学科（コース）における与えられた題材のデッサン 

○ 英語関連の学科（コース）における与えられた課題に対する口頭による英問英答 

○ 体育関連の学科（コース）における選択したスポーツ種目 

○ 音楽関連の学科（専攻）における独唱や演奏  など 

 

（３）評価の観点 

    各学校においては、実技検査の目的に基づき、次の例を参考にし、評価の観点を設定します。 

 (例) 

○ 理解力（課題の理解度） 

○ 表現力（内容、説得力） 

○ 創造性（独創性、着眼点） 

○ 正確性（技術の確かさ、正確度） 

○ 技能力（技能の高さ、専門性）  など 

 

（４）実施方法 

   各学校は、実技検査の実施上の手順を定め、次の事項に留意しながら、公正に実施します。 

ア 検査は、受検者全員に対して実施します。検査会場には、２人以上の教員を配置します。 

  イ 受検者１人あたりの配当時間は、50分間を標準とします。 

 

（５）評価方法 

ア 評価者は、実技検査の内容に対し、専門的な立場から適正な評価を行うことができる教員をもって

あてることとし、受検者１人に対し複数の評価者が評価にあたることとします。 

イ 評価及び評価の尺度は、観点ごとに、◎（優れている）、○（満足できる）、△（満足できる水準

を下回っている）の３段階を基本とします。ただし、必要に応じてプラス（＋）、マイナス（－）等

の幅を設け、評価の段階数及び評価の尺度を変えて、評価基準を設定することができます。そして、

評価基準に基づき評価し、点数化します。 

 

（６）実技検査にあたって 

ア 検査内容については、志願が特定の分野の能力・技能をもつ者に限定されることがないよう、

選択制をとるなどの工夫をして設定します。 

イ 実施の目的から、教科ごとの学力検査や面接において測ることができない内容とします。 

 

○ 各学校の特色ある教育展開を踏まえた選抜の工夫 

 → 各学校の特色に応じて、教科ごとの学力検査や面接では測ることのできない総合的な能力や特性

をみる検査として、特色検査を実施することがあります。 

 → 特色検査は、実技検査または自己表現検査とします。 

特色検査の意義 

３．特色検査について 
面接シートについて 

 面接シートは、受検者本人の考えを自筆で記入し、志願の際に入学願書とあわせて志願先の高

校に提出します。面接の際に参考資料として活用し、直接に選考資料とはしません。 

 志願変更をする場合には改めて面接シートを作成し、志願変更先の高校に提出します。 

クリエイティブスクール、県立相模向陽館高校及び通信制の課程の高校では、面接シートの代

わりに学校が指定する用紙の提出を求める場合があります。 
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２ 自己表現検査 

（１）目的 

各学校の特色ある教育活動に応じた多面的な能力・適性を把握することを目的とします。 

 

（２）内容 

   各学校の特色ある教育活動に照らして、自己の特性や優れた面を表現したものや、中学校までに獲得

した教科横断的な基礎的・基本的な知識・技能を広く活用した思考力・判断力・表現力等を把握するた

めの検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容とします。 

 

（例） 

○ 面接を実施する前（後）に行う、与えられたテーマに基づくスピーチ 

 → 面接の前に、「将来の自分と高校生活」をテーマに３分程度のスピーチを行う。 

 

○ 与えられたテーマに基づくグループ討論 

 → 福祉に関する与えられた課題について、５人程度の集団討論を行う。討論終了後、討論に基

づいた質問に答える。 

 

○ 与えられたテーマに基づく作文 

 → テーマ「あなたが人とコミュニケーションをとる時に、大切にしていることは何か」に対 

自分の考えを自分の体験や具体例を踏まえて、50分で600字以上800字以内で記述する。 

 

○ 与えられた課題に対して、提示された資料を活用した記述  など 

 → 総合的な学習の時間で「自然環境と人間のかかわり」について調べ、発表するという想定で、

提示された複数の資料（説明文、データ等）をすべて活用し、発表者の立場になって、自分の

考えを50分で800字程度で記述する。        

 

（３）評価の観点 

    各学校においては、自己表現検査の目的に基づき、次の例を参考にし、評価の観点を設定します。 

（例） 

○ 表現力（自己の特性、優れた面が理解されるような表現） 

    ○ 創造性（独創性、着眼点） 

    ○ 理解度（課題や特色内容に関する理解） 

○ 他者とのかかわり（意見の主張・尊重・調整） 

    ○ 情報活用能力（資料の理解度、活用度） 

     ○ 論理的思考力（論理的構成、知識・技能の活用力）  など 

    

 

○ 実技検査の目的 

→ 特色ある学科・コース・専攻等への志願者に対して、その資質を総合的に評価する観点か

ら、学科等の特性に応じた能力・適性を把握することを目的とします。 

 

○ 実技検査の内容 

→ 中学校で学習した基礎・基本的な事項をもとに、各校の特色ある教育活動に応じた個人の能

力・適性について把握するための検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容

とします。 

 → 教科ごとの学力検査や面接において測ることができない内容とします。 

ポイント 
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（４）実施方法 

   各学校は、自己表現検査の実施上の手順を定め、次の事項に留意しながら、公正に実施します。 

ア 検査は、受検者全員に対して実施します。検査会場には、２人以上の教員を配置します。 

イ 形式は、個人やグループによる口述表現又は記述表現など、実施内容及び目的を踏まえ各学校で定

めます。 

ウ 検査時間は、形式にふさわしい時間を各学校で定めることとしますが、受検者にとって過度な負担

とならないよう配慮します。 

 

（５）評価方法 

ア 受検者１人に対し複数の評価者が評価にあたることとします。 

イ 評価及び評価の尺度は、観点ごとに、◎（優れている）、○（満足できる）、△（満足できる水準

を下回っている）の３段階を基本とします。ただし、必要に応じてプラス（＋）、マイナス（－）等

の幅を設け、評価の段階数及び評価の尺度を変えて、評価基準を設定することができます。そして、

評価基準に基づき評価し、点数化します。 

 

（６）自己表現検査にあたって 

ア 内容及び形式の設定にあたっては、人権尊重の視点や個人情報の保護を踏まえ適切なものとな

るよう設定します。 

イ 自己表現検査の内容は、各学校の特色ある教育活動に応じたものであることはもとより、自己表

現検査の内容により志願が大幅に制限されることがないよう配慮します。 

ウ 実施の目的から、教科ごとの学力検査や面接において測ることができない内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自己表現検査の目的 

→ 各学校の特色ある教育活動に応じた多面的な能力・適性を把握することを目的とします。 

 

○ 自己表現検査の内容 

→ 各学校の特色ある教育活動に照らして、自己の特性や優れた面を表現したものや、中学校ま

でに獲得した教科横断的な基礎的・基本的な知識・技能を広く活用した思考力・判断力・表

現力等を把握するための検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容としま

す。 

 → 教科ごとの学力検査や面接において測ることができない内容とします。 

ポイント 

 

２ 自己表現検査 

（１）目的 

各学校の特色ある教育活動に応じた多面的な能力・適性を把握することを目的とします。 

 

（２）内容 

   各学校の特色ある教育活動に照らして、自己の特性や優れた面を表現したものや、中学校までに獲得

した教科横断的な基礎的・基本的な知識・技能を広く活用した思考力・判断力・表現力等を把握するた

めの検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容とします。 

 

（例） 

○ 面接を実施する前（後）に行う、与えられたテーマに基づくスピーチ 

 → 面接の前に、「将来の自分と高校生活」をテーマに３分程度のスピーチを行う。 

 

○ 与えられたテーマに基づくグループ討論 

 → 福祉に関する与えられた課題について、５人程度の集団討論を行う。討論終了後、討論に基

づいた質問に答える。 

 

○ 与えられたテーマに基づく作文 

 → テーマ「あなたが人とコミュニケーションをとる時に、大切にしていることは何か」に対 

自分の考えを自分の体験や具体例を踏まえて、50分で600字以上800字以内で記述する。 

 

○ 与えられた課題に対して、提示された資料を活用した記述  など 

 → 総合的な学習の時間で「自然環境と人間のかかわり」について調べ、発表するという想定で、

提示された複数の資料（説明文、データ等）をすべて活用し、発表者の立場になって、自分の

考えを50分で800字程度で記述する。        

 

（３）評価の観点 

    各学校においては、自己表現検査の目的に基づき、次の例を参考にし、評価の観点を設定します。 

（例） 

○ 表現力（自己の特性、優れた面が理解されるような表現） 

    ○ 創造性（独創性、着眼点） 

    ○ 理解度（課題や特色内容に関する理解） 

○ 他者とのかかわり（意見の主張・尊重・調整） 

    ○ 情報活用能力（資料の理解度、活用度） 

     ○ 論理的思考力（論理的構成、知識・技能の活用力）  など 

    

 

○ 実技検査の目的 

→ 特色ある学科・コース・専攻等への志願者に対して、その資質を総合的に評価する観点か

ら、学科等の特性に応じた能力・適性を把握することを目的とします。 

 

○ 実技検査の内容 

→ 中学校で学習した基礎・基本的な事項をもとに、各校の特色ある教育活動に応じた個人の能

力・適性について把握するための検査とし、受検者にとって過度な負担とならない検査内容

とします。 

 → 教科ごとの学力検査や面接において測ることができない内容とします。 

ポイント 
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調査書の様式について 

 調査書は、中学校の学習や諸活動の記録を記載した大切な資料です。選考の数値算出に直接

関係するのは、各教科の学習の記録のなかの「評定」だけですが、そのほかの記載事項すべて

が、受検者が提出する『面接シート』とあわせて面接の際の参考資料となります。 

 新たに改善される入学者選抜制度では、中学生のときの活動の経歴や役職、大会等の記録、

各種資格の取得等、活動実績の点数化をなくすことにともない、「参考事項」欄（主に学校外

での実績を記載）と「特記事項」欄（各中学校第３学年の在籍者数の20％までの中学生に記

載）が調査書からなくなりました。 

平成 年 月 中学校

第 学年 入学 ・ 編入学

平成 年 月 中学校

年 月 日生

第 学年 転入学

学習活動の内容 活動状況及び所見

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語についての知識・理解・技能

社会的事象への関心・意欲・態度

社会的な思考・判断（・表現)

資料活用の技能(・表現)

社会的事象についての知識・理解

数学への関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能（表現・処理）

数量、図形などについての知識・理解

自然事象への関心・意欲・態度

科学的な思考（・表現)

観察・実験の技能(・表現)

自然事象についての知識・理解

音楽への関心・意欲・態度

(音楽)表現の技能

鑑賞の能力

美術への関心・意欲･態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

運動や健康・安全についての思考・判断

運動の技能

運動や健康・安全についての知識・理解

生活や技術への関心・意欲・態度

生活を工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての知識・理解

コミュニケーションへの関心・意欲・態度

(外国語)表現の能力 中学校名

(外国語)理解の能力

言語や文化についての知識・理解 校長氏名

記載者氏名

音楽表現の創意工夫(音楽的な感受や表現の工夫)

各教科の学習の記録

観点別学習状況

総合的な学習の時間の記録

総合所見及び諸活動の記録

特別活動等の記録

学年

２
　
年

３
　
年

Ｂ

印

○

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

本書の記載事項に誤りがないことを証明する。

行動の記録及び所見

　委員会活動や学級行事において、常にリー
ダーシップを発揮し活躍した。特に、３年次に
は美化委員として清掃活動に積極的に取り夫ん
だ。
　柔道部では、目立った戦績はないが、部長と
して部員をよくまとめた。
　また、思いやりの気持ちにあふれており、友
人からの信明も厚い。

印Ａ

4

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

日
Ａ

平成

4

4

年 月

Ａ

Ａ

Ａ
5

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ
4

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

5

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

志願先
高等学校

Ａ

社
会 4

Ａ

Ｂ

Ａ

調    査    書

○○○○　○○○○

学
籍
の
記
録

卒業年月 平成

性別

高等学校

入学年月

転入学年月

○○○○

※

※

（×2.0)

美
術

保
健
体
育

計

小計

技
術
･

　
家
庭

外
国
語

（
英
語

）

理
科

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

数
学

Ａ

Ａ

3

3 3

2 3
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

3

※
受検番号

学習成績
一覧表の

番号

1

4

地域に住むさま
ざまな国の人々
を知る

国語係　（１年）
旅行委員（２年）
美化委員（３年）

文化祭実行委員（３年）

柔道部（１～３年）

○○
○○

○○立

科 (コース・部・専攻)

4

Ａ

Ｂ

5
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

4

３年
評価 評定 評価 評定

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

ふりがな

○○ ○ ○○

音
楽

生徒氏名

生年月日 平成

現住所

○○　○○

○○市○○○町　○丁目○番○号
　　○○マンション○○

Ｂ

Ａ

Ａ

国
語

教科

Ａ

Ｂ

Ａ

4

Ａ

２年

地域に住む諸外国の
人々へのインタビュー
をもとに、それぞれの
国の文化についてまと
め、工夫を凝らして発
表した。

○○○22

25 同　中学校 卒業見込・卒業

4

年 3 月

身近な環境問題
を考える

身近な環境問題とし
て、家庭のごみを取り
上げ、その分別の意味
と環境への影響につい
て、わかりやすくまと
めた。

 

学習の記録には、各教
科の「観点別学習状況
の評価」と「評定」が
記載されます。 

ここには、中学校３年
間での特別活動(学級
活動・生徒会活動・学
校行事)と部活動の所
属が記載されます。 

ここには、中学校３年間を通
じて、学校生活全般にわたる
行動の状況や優れた活動等に
ついて、具体的な事実をもと
に記載されます。 

【調査書の記入例】 

４．調査書について 
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選考基準の公表について 

 入学者選抜制度改善方針では、課題であった選考基準の複雑化を軽減することも図りました。 

選考基準をわかりやすく公表できるよう、下記の形式でまとめることとし、遅くとも平成24年７

月発行予定の「平成25年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 募集案内」に掲載する予定です。 

 

【面接における各校共通の評価の観点】
・入学希望の理由
・中学校での教科等に対する学習意欲

【全日制】 ・中学３年間での教科等以外の活動に対する意欲

第１次選考

学
習
の
記
録

(

評
定

)

学
力
検
査

面
　
　
接

特
色
検
査

学
力
検
査

面
　
　
接

特
色
検
査

○○ 普通科 英国数理社 3 4 3 - ― 5 5 - ― ○ ○ ○ ○ 協調性

○○ 普通科 英国数理社 3 5 2 3
調査書；英，国，数(×2)
学力検査；英(×2)，数(×
1.5)

8 2 3
英(×2)，数
(×2)

○ ○ ○

○○ 普通科 英国数理社 4 4 2 - ― 7 3 - ― ○ ○ ○

普通科専門コース

○○ ○○コース 英国数 3 4 3 4 調査書；美術(×2) 6 4 5 ― ○ ○ ○ ○

○○ ○○コース 英国数社 4 3 3 2 ― 4 6 2 ― ○ ○ ○ ○ ○

専門学科

○○ ○○科 英国数 4 3 3 2 ― 6 4 2 ― ○ ○ ○

○○ ○○科 英国数理社 4 4 2 - 学力検査；数，理(×1.2） 5 5 - ― ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○○科 英国数理社 5 3 2 2 ― 6 4 3 ― ○ ○ ○

単位制普通科

○○ 単位制普通科 英国数理社 4 3 3 -
学力検査；点数の高い２教
科(×1.5)

6 4 -
点数の高い２
教科(×1.5)

○ ○ ○
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｽｸｰﾙの特色を生か
し、個性や才能を伸ばそ
うとする意欲

総合学科

○○ 総合学科 英国数理社 3 4 3 - ― 5 5 - ― ○ ○ ○ ○
学校・学科に対する興
味・関心

○○ 総合学科 英国数理社 3 5 2 -
学力検査；点数の高い２教
科(×1.6)

6 4 -
点数の高い２
教科(×2)

○ ○ ○ ○ ○

単位制専門学科

○○ 芸術科(音楽専攻) 英国数 4 3 3 5 調査書；音楽(×2) 2 8 5 ― ○ ○ ○ ○

クリエイティブスクール

学校名 学科名 提出書類

【定時制】（共通選抜）
○○ ○○科 英国数理 4 3 3 - ― 4 6 - ― ○ ○

○○ ○○科 英国数 4 4 2 - ― 5 5 - ― ○ ○

【定時制】（定通分割選抜）
○○ ○○科 英国数 4 4 2 - ― ○ ○ ○

多部制定時制

学校名 学科名 学力検査 提出書類

【通信制】
学校・学科名 選抜 提出書類

共通選抜

定通分割選抜

学校名 学科名等 学力検査

第２次選考

特色検査

―

自己表現検査

面接の評価の観点（学校ごとの観点）
比　率

重点化

比  率

重点化
(学力検査
のみ)

選　考　方　法 面接の観点

学
校
・
学
科
等
の
特
色
理
解

受
検
者
の
長
所
・
特
性

将
来
の
展
望

面
接
の
態
度

高
校
で
の
教
科
等
に
対
す
る
学
習
意
欲

高
校
で
の
教
科
等
以
外
の
活
動
意
欲

そ
の
他
の
観
点
の

内
容

○○ 普通科 面接，自己表現検査

①調査書における第２学年と第３学年の各教科の観点別学習状況
の評価項目の中で・・・点数化する。（●点満点）
②面接について、観点ごとに点数化し合計する。(●点満点)
③自己表現検査について、観点ごとに点数化し合計する。（●点
満点）
【選考】
①、②、③の資料を・・・・

・志望理由
・高校生活に対する意欲と
　積極性
・面接の態度 課題レポート

自己表現検査の観点

・積極性
・取組姿勢

選　考　方　法 面接の観点

○○ 単位制普通科 英国数

①調査書における第２学年と第３学年の各教科の観点別学習状況
の評価項目の中で・・・点数化する。（●点満点）
②学力検査について、合計点数を●点満点に換算する。
③面接について、観点ごとに点数化し合計する。(●点満点)
④自己表現検査について、観点ごとに点数化し合計する。（●点
満点）
【第１段階の選考】
　①、②、③、④の資料を・・・・
【第２段階の選考】
　②、③、④の資料を・・・・

・志望理由
・高校生活に対する意欲
・○○○○

特色検査

課題レポート
自己表現検査の観点

・コミュニケーションを
　とる力
・○○○○

実施する検査 選　考　方　法 面接または作文の観点

自己表現検査

○○

面接
①調査書の・・・・
②

・高校生活に対する意欲
・○○○○

作文
①調査書の・・・・
②

・高校生活に対する意欲
・○○○○

―

実技検査

自己表現検査

自己表現検査

―

自己表現検査

―

―

―

実技検査

―

―

実施する検査

―

 

 

 

【選考基準一覧（例）】 

 

 

 

５．選考基準について 
調査書の様式について 

 調査書は、中学校の学習や諸活動の記録を記載した大切な資料です。選考の数値算出に直接

関係するのは、各教科の学習の記録のなかの「評定」だけですが、そのほかの記載事項すべて

が、受検者が提出する『面接シート』とあわせて面接の際の参考資料となります。 

 新たに改善される入学者選抜制度では、中学生のときの活動の経歴や役職、大会等の記録、

各種資格の取得等、活動実績の点数化をなくすことにともない、「参考事項」欄（主に学校外

での実績を記載）と「特記事項」欄（各中学校第３学年の在籍者数の20％までの中学生に記

載）が調査書からなくなりました。 

平成 年 月 中学校

第 学年 入学 ・ 編入学

平成 年 月 中学校

年 月 日生

第 学年 転入学

学習活動の内容 活動状況及び所見

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語についての知識・理解・技能

社会的事象への関心・意欲・態度

社会的な思考・判断（・表現)

資料活用の技能(・表現)

社会的事象についての知識・理解

数学への関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能（表現・処理）

数量、図形などについての知識・理解

自然事象への関心・意欲・態度

科学的な思考（・表現)

観察・実験の技能(・表現)

自然事象についての知識・理解

音楽への関心・意欲・態度

(音楽)表現の技能

鑑賞の能力

美術への関心・意欲･態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

運動や健康・安全についての思考・判断

運動の技能

運動や健康・安全についての知識・理解

生活や技術への関心・意欲・態度

生活を工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての知識・理解

コミュニケーションへの関心・意欲・態度

(外国語)表現の能力 中学校名

(外国語)理解の能力

言語や文化についての知識・理解 校長氏名

記載者氏名

音楽表現の創意工夫(音楽的な感受や表現の工夫)

各教科の学習の記録

観点別学習状況

総合的な学習の時間の記録

総合所見及び諸活動の記録

特別活動等の記録

学年

２
　
年

３
　
年

Ｂ

印

○

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

本書の記載事項に誤りがないことを証明する。

行動の記録及び所見

　委員会活動や学級行事において、常にリー
ダーシップを発揮し活躍した。特に、３年次に
は美化委員として清掃活動に積極的に取り夫ん
だ。
　柔道部では、目立った戦績はないが、部長と
して部員をよくまとめた。
　また、思いやりの気持ちにあふれており、友
人からの信明も厚い。

印Ａ

4

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

日
Ａ

平成

4

4

年 月

Ａ

Ａ

Ａ
5

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ
4

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

5

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

志願先
高等学校

Ａ

社
会 4

Ａ

Ｂ

Ａ

調    査    書

○○○○　○○○○

学
籍
の
記
録

卒業年月 平成

性別

高等学校

入学年月

転入学年月

○○○○

※

※

（×2.0)

美
術

保
健
体
育

計

小計

技
術
･

　
家
庭

外
国
語

（
英
語

）

理
科

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

数
学

Ａ

Ａ

3

3 3

2 3
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

3

※
受検番号

学習成績
一覧表の

番号

1

4

地域に住むさま
ざまな国の人々
を知る

国語係　（１年）
旅行委員（２年）
美化委員（３年）

文化祭実行委員（３年）

柔道部（１～３年）

○○
○○

○○立

科 (コース・部・専攻)

4

Ａ

Ｂ

5
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

4

３年
評価 評定 評価 評定

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

ふりがな

○○ ○ ○○

音
楽

生徒氏名

生年月日 平成

現住所

○○　○○

○○市○○○町　○丁目○番○号
　　○○マンション○○

Ｂ

Ａ

Ａ

国
語

教科

Ａ

Ｂ

Ａ

4

Ａ

２年

地域に住む諸外国の
人々へのインタビュー
をもとに、それぞれの
国の文化についてまと
め、工夫を凝らして発
表した。

○○○22

25 同　中学校 卒業見込・卒業

4

年 3 月

身近な環境問題
を考える

身近な環境問題とし
て、家庭のごみを取り
上げ、その分別の意味
と環境への影響につい
て、わかりやすくまと
めた。

 

学習の記録には、各教
科の「観点別学習状況
の評価」と「評定」が
記載されます。 

ここには、中学校３年
間での特別活動(学級
活動・生徒会活動・学
校行事)と部活動の所
属が記載されます。 

ここには、中学校３年間を通
じて、学校生活全般にわたる
行動の状況や優れた活動等に
ついて、具体的な事実をもと
に記載されます。 

【調査書の記入例】 

４．調査書について 
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 また、「募集案内」には、従来は11月に発行する「志願の手引き」に掲載していた特色検査の

概要についても下記の形式で掲載する予定です。 
 

学校名 学科・コース等

○○ ○○科

○○ ○○コース

○○ ○○コース

○○ ○○科

○○ ○○科

○○ ○○科

○説明文を読み、提示された資料を活用し、与えられた課題に対して、中学校までの学習の成果を生かして、
Ａ４サイズ１枚程度の用紙に記述する。

自己表現検査

実施する検査

実技検査

○面接の前に「将来の自分と高校生活」をテーマに３分程度のスピーチを行う。
　・パフォーマンスや作品の提示は行わない。

・曲の完成度
・演奏の表現
・演奏の技術

実技検査

自己表現検査

○与えられた題材を鉛筆でデッサン(素描)する。
○鉛筆（ＨＢ～４Ｂのうちから各人必要な本数）、消しゴム(練りゴム可)を持参する。
○題材および用紙(Ｂ４画用紙)は学校で用意する。
○時間は50分とする。

○福祉に関する与えられた課題について、５人程度の集団討論を行う。討論終了後、討論に基づいた質問を行
う。

・理解度
・表現構成力
・入学意欲

自己表現検査

自己表現検査

○論述表現またはプレゼンテーションとし、志願の際、所定の様式にて特色検査出願書を提出する。
○論述表現は、400字程度で、○○科の指導方針・指導内容と志願動機に関わるものをテーマとし、題目は検
査当日に指示する。
○プレゼンテーションは、部活動・趣味・特技、研究発表等について、10分程度で行う。内容・形式は自由と
するが、発表に必要な資料・用具等については各自で用意すること。

①任意のクラシック系の独唱または独奏曲を演奏する。
②入学後に専門とする楽器または声楽で受検する(作曲を専門とする志願者は、ピアノで受検する)。また、電
子、電気楽器は、電子オルガン以外は不可とする。
③暗譜とする。伴奏付きの曲の場合も伴奏なしで演奏する。
④２分程度の演奏部分をあらかじめ各自で決めておき、楽譜を提出する。
※詳細については、本校で配付する「実技検査受検の案内」を入手してください。
　℡ △△△-△△△-△△△△ (県立○○高等学校)

検査の概要評価の観点

・表現力
・情報活用能力

・完成への意欲
・創造性
・基本的な技能力

・他者とのかかわり
・理解力

・表現の内容
・自己理解

 

【特色検査の概要(例)】 
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６．Ｑ＆Ａ 

１．選抜機会について 

 

Ｑ：今まで２回あった選抜の機会は、今後どうなるのですか？ 
 

Ａ： 従来の前期選抜と後期選抜の特性を生かして一体化し、「共通選抜」としました。「共通選

抜」では、共通の検査として学力検査と面接を実施します。（クリエイティブスクール及び通信

制では、学力検査を行いません。） 

夜間の定時制及び通信制では、共通選抜の合格発表の日以降に「定通分割選抜」の機会を設け

ています。定通分割選抜は、国公私立高校（高等専門学校を含む）の合格者となっている場合に

は、入学手続きの有無に関わらず志願できません。 

なお、すべての課程の高校の学科において、欠員の状況に応じて、二次募集を実施する場合が

あります。 

 

Ｑ：二次募集は必ず実施されるのですか？ 
 

Ａ： 二次募集は、全日制では共通選抜の合格発表の日以降に、定時制及び通信制では定通分割選抜

の合格発表の日以降に募集定員に欠員の状況に応じて実施する場合があります。二次募集の実施

の有無については、それぞれの選抜の合格発表の日に教育委員会から発表されます。 

なお、国公私立高校（高等専門学校を含む）の合格者となっている場合には、入学手続きの有

無に関わらず志願できません。 

 

２．学力検査について 

 

Ｑ：各学校の学力検査の教科数や実施教科はいつわかりますか？ 
 

Ａ： 各学校の学科・コース等ごとの学力検査実施教科は、平成24年７月に発行予定の「平成25年度

神奈川県公立高等学校入学者選抜 募集案内」で公表する予定です。 

 

Ｑ：学力検査は、すべての学校で同じ問題になりますか？ 
 

Ａ： 課程ごとに共通の問題で実施します。 

全日制では、５教科ともすべての学校で同じ問題となります。今まで全日制の一部の高等学校

で実施していた独自問題による学力検査は実施しません。 

定時制では、原則として実施することとなっている３教科（外国語(英語)、国語、数学）につ

いて、すべての学校で同じ問題となります。 

 

Ｑ：出題の範囲はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 今までどおり、中学校学習指導要領に示された内容に基づき出題します。 

 

Ｑ：各教科の満点は何点ですか？ また、検査時間は変わりますか？ 
 

Ａ： 共通選抜では、全日制・定時制とも、各教科の満点は100点です。また、学力検査時間は、共通

選抜では各教科50分です。定通分割選抜では30分です。 

 

 また、「募集案内」には、従来は11月に発行する「志願の手引き」に掲載していた特色検査の

概要についても下記の形式で掲載する予定です。 
 

学校名 学科・コース等

○○ ○○科

○○ ○○コース

○○ ○○コース

○○ ○○科

○○ ○○科

○○ ○○科

○説明文を読み、提示された資料を活用し、与えられた課題に対して、中学校までの学習の成果を生かして、
Ａ４サイズ１枚程度の用紙に記述する。

自己表現検査

実施する検査

実技検査

○面接の前に「将来の自分と高校生活」をテーマに３分程度のスピーチを行う。
　・パフォーマンスや作品の提示は行わない。

・曲の完成度
・演奏の表現
・演奏の技術

実技検査

自己表現検査

○与えられた題材を鉛筆でデッサン(素描)する。
○鉛筆（ＨＢ～４Ｂのうちから各人必要な本数）、消しゴム(練りゴム可)を持参する。
○題材および用紙(Ｂ４画用紙)は学校で用意する。
○時間は50分とする。

○福祉に関する与えられた課題について、５人程度の集団討論を行う。討論終了後、討論に基づいた質問を行
う。

・理解度
・表現構成力
・入学意欲

自己表現検査

自己表現検査

○論述表現またはプレゼンテーションとし、志願の際、所定の様式にて特色検査出願書を提出する。
○論述表現は、400字程度で、○○科の指導方針・指導内容と志願動機に関わるものをテーマとし、題目は検
査当日に指示する。
○プレゼンテーションは、部活動・趣味・特技、研究発表等について、10分程度で行う。内容・形式は自由と
するが、発表に必要な資料・用具等については各自で用意すること。

①任意のクラシック系の独唱または独奏曲を演奏する。
②入学後に専門とする楽器または声楽で受検する(作曲を専門とする志願者は、ピアノで受検する)。また、電
子、電気楽器は、電子オルガン以外は不可とする。
③暗譜とする。伴奏付きの曲の場合も伴奏なしで演奏する。
④２分程度の演奏部分をあらかじめ各自で決めておき、楽譜を提出する。
※詳細については、本校で配付する「実技検査受検の案内」を入手してください。
　℡ △△△-△△△-△△△△ (県立○○高等学校)

検査の概要評価の観点

・表現力
・情報活用能力

・完成への意欲
・創造性
・基本的な技能力

・他者とのかかわり
・理解力

・表現の内容
・自己理解

 

【特色検査の概要(例)】 
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３．面接について 

 

Ｑ：面接シートとは何ですか？ 
 

Ａ： 受検者が、面接の「共通の観点」である入学希望の理由、中学校での学習意欲、中学３年間の

教科等以外の活動意欲及び自分の長所などを記載して、志願の際に入学願書とともに提出する書

類です。面接シートは、中学校から提出される調査書とともに、面接の際の参考資料とします。 

 

４．特色検査について 

 

Ｑ：特色検査とは、どのようなものですか？ 
 

Ａ： 各学校の特色に応じて、教科ごとの学力検査や面接では測ることのできない総合的な能力や特

性をみるために学校が実施することができる検査で、「実技検査」と「自己表現検査」がありま

す。 

   「実技検査」では、美術系の学科（コース）におけるデッサン、体育系の学科（コース）にお

ける選択したスポーツ種目の実技などが例として挙げられます。また、「自己表現検査」は、与

えられたテーマに基づくスピーチ、与えられたテーマに基づく作文等が例として挙げられます。 

   なお、特色検査を実施する高校や各校の検査の概要については、「募集案内」で公表する予定

です。 

 

５．特別な設置趣旨を持つ高校の選抜について 

 

Ｑ：特別な設置趣旨を持つ高校の選考方法はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 全日制のクリエイティブスクール（県立田奈高校、県立釜利谷高校及び県立大楠高校）では、

学力検査は実施しません。また、調査書については、学習の記録のうち評定は選考資料とせず、

観点別学習状況の評価を資料とします。 

   定時制の県立相模向陽館高校においては、学力検査は実施しますが、調査書の学習の記録では、

評定については選考資料とせず、観点別学習状況を活用する場合があります。 
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６．活用する資料について 

 

Ｑ：共通選抜では、各学校が活用する選考の際の資料と取り扱う割合はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 調査書の評定、学力検査の結果及び面接の結果を選考の際の共通の資料とします。各学校の特

色に応じて、特色検査を実施する学校は、その結果も選考資料とします。 

第１次選考においては、選考の資料を各校で設定した比率に基づいて合計値を算出します。 

第２次選考では、資料の整わない受検者にも配慮して、調査書の評定は資料とせず、各校で設

定した比率に基づいて合計値を算出します。 

特色検査を行う学校・学科は、第１次選考･第２次選考のどちらにおいても、その結果も選考の

資料として活用します。 

各校の選考資料の取扱いの比率は、「募集案内」で公表する予定です。 

なお、通信制では、学力検査は行わず面接または作文及び必要に応じて特色検査を実施して、

調査書と実施したすべての検査を選考の資料として総合的に選考します。 

 

Ｑ：調査書と学力検査の重点化についてはどうなるのですか？ 
 

Ａ： 調査書の評定は、第１次選考においてのみ、各教科の［第２学年の評定＋第３学年の評定×

２］の数値を３教科まで２倍を限度として重点化することがあります。 

学力検査の結果は、第１次選考・第２次選考でそれぞれ２教科まで２倍を限度に重点化するこ

とがあります。 

重点化の内容については、「募集案内」で公表する予定です。 

 

Ｑ：調査書の記載事項の扱いはどうなるのですか？ 
 

Ａ： 調査書の「特記事項」欄は、記載対象者が中学校３年生在籍者数の20%以内という相対的な評価

となっていたことからなくします。また、今回の改善制度では、調査書の記載事項における活動

実績や資格取得等を点数化して評価することは行わず、面接において、取組みを踏まえた活動意

欲を把握することとしたため、これまで主に学校外での実績を記載していた「参考事項」欄もな

くしました。 

 

 

Ａ： 「資料の整わない受検者」については、第１次選考では、活用できる資料をもとに選考を行い

ます。第２次選考では、調査書の評定は使わずに実施したすべての検査の結果を資料として選考

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：「資料の整わない受検者」はどのように選考を行うのですか？ 

 

 

３．面接について 

 

Ｑ：面接シートとは何ですか？ 
 

Ａ： 受検者が、面接の「共通の観点」である入学希望の理由、中学校での学習意欲、中学３年間の

教科等以外の活動意欲及び自分の長所などを記載して、志願の際に入学願書とともに提出する書

類です。面接シートは、中学校から提出される調査書とともに、面接の際の参考資料とします。 

 

４．特色検査について 

 

Ｑ：特色検査とは、どのようなものですか？ 
 

Ａ： 各学校の特色に応じて、教科ごとの学力検査や面接では測ることのできない総合的な能力や特

性をみるために学校が実施することができる検査で、「実技検査」と「自己表現検査」がありま

す。 

   「実技検査」では、美術系の学科（コース）におけるデッサン、体育系の学科（コース）にお

ける選択したスポーツ種目の実技などが例として挙げられます。また、「自己表現検査」は、与

えられたテーマに基づくスピーチ、与えられたテーマに基づく作文等が例として挙げられます。 

   なお、特色検査を実施する高校や各校の検査の概要については、「募集案内」で公表する予定

です。 

 

５．特別な設置趣旨を持つ高校の選抜について 

 

Ｑ：特別な設置趣旨を持つ高校の選考方法はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 全日制のクリエイティブスクール（県立田奈高校、県立釜利谷高校及び県立大楠高校）では、

学力検査は実施しません。また、調査書については、学習の記録のうち評定は選考資料とせず、

観点別学習状況の評価を資料とします。 

   定時制の県立相模向陽館高校においては、学力検査は実施しますが、調査書の学習の記録では、

評定については選考資料とせず、観点別学習状況を活用する場合があります。 
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７．特別募集について 

 

Ｑ：特別募集はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 海外帰国生徒特別募集、在県外国人等特別募集については、ともに現行の選抜制度に準じて実

施します。また、中途退学者募集についても現行の選抜制度に準じて実施します。 

 

８．特別な事情がある受検者への配慮事項について 

 

Ｑ：受検にあたって特別な事情がある受検者への配慮はありますか？ 
 

Ａ： 日本語を母語としていない海外から移住してきた人（原則として移住後６年以内）や障害等に

より、通常の学力検査、面接または特色検査等の受検が困難な人については、現行どおり、入学

願書提出に先立ち中学校長が高等学校長に「受検方法等申請書」を提出し、承認を受けることで

申請に基づいた選考の取扱い方法により受検することができます。 

   なお、申請できる配慮事項は、中学校における配慮内容を基本とします。 

 

９．入学者選抜の日程について 

 

Ｑ：入学者選抜の日程はどうなるのですか？ 
 

Ａ： 現行の後期選抜と同じ時期（２、３月）を中心に検討を進めています。詳しい日程については

「募集案内」に掲載する予定です。 
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「神奈川県公立高等学校入学者選抜制度改善方針」、本冊子「神奈川県公立高等学校入

学者選抜制度改善方針 説明資料」（平成23年12月中旬公開予定）は、下記の教育局教

育指導部高校教育企画課のホームページの「入学者選抜制度の検討について」よりご覧

いただけます。 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160358/ 

今後の入学者選抜に関する情報（予定） 
 

 

◆平成24年７月「平成25年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 募集案内」を  

県内公立中学校3年生全員に配付 

◇入学者選抜の実施日程 

◇各学校の面接の観点 

◇各学校の資料の取扱い比率 

◇特色検査の実施校とその内容 など  

 

◆平成24年11月「平成25年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 志願の手引き」を

県内公立中学校3年生全員に配付 

◇各学校の募集定員 など 
 

その他、入学者選抜に関する情報は、高校教育企画課のホームページでご覧いただ

けます。 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/4025/ 
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